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ゴ ミ 収 集 日
粗大ごみの収集月は、２・４・７・11月の年４回

燃
や
し
て
は
い
け
な
い
ご
み
収
集
日(

毎
週
一
回
・
祝
日
も
収
集)

資
源
ご
み
回
収
日

日

曜

日

第
一
・
三

大和町、元町、愛宕町、旭町、
栄町、東町、新郷、岩瀬、
三田ヶ谷、村君

一丁目、東大和町、相生町、
本町、上町、須影、手子林、
井泉、川俣

日

曜

日

第
二
・
四

燃
や
し
て
も
よ
い
ご
み
は
週
３
回
収
集
で
す
。
た
だ
し
、
祝
日
の
収
集
は
お
休
み
で
す
。

ご
み
は
透
明
・
半
透
明
袋
で
、
収
集
日
の
朝
８
時
30
分
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

月曜日　東大和町､大和町(東部)

火曜日　元町、一丁目

水曜日　上町､本町､愛宕町､大和町(西部)

木曜日　東町

金曜日　相生町、旭町

土曜日　栄町

月曜日
新郷の一部(９区～14区)

手子林の一部(上・下手子林、町屋)

火曜日
新郷の一部(１区～８区)

手子林の一部(中手子林、北荻島、神戸)

水曜日　岩瀬、三田ヶ谷

木曜日　川俣、村君

金曜日
須影の一部(須影、加羽ヶ崎、下羽生)
井泉の一部(発戸、今泉、尾崎、藤上東部)

土曜日
須影の一部(秀安、砂山、上・下川崎)
井泉の一部(北袋、藤下、藤上西部)

児
童
手
当
は
、
小
学
校
修
了
前
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
対
し
、
所
得

額
が
一
定
額
未
満
の
場
合
に
、
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
受
給
す
る
た
め
に
は

申
請(

認
定
請
求)

が
必
要
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
す
で
に
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
、
今
回
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

▽
支
給
額
（
月
額
）

・
３
歳
未
満
の
児
童
　

一
律
１
０，
０
０
０
円

・
３
歳
以
上
の
児
童

第
１
子
　
　
　

５，
０
０
０
円

第
２
子
　
　
　

５，
０
０
０
円

第
３
子
以
降

１
０，
０
０
０
円

▽
支
払
時
期

毎
年
６
月
、
10
月
、
２
月
に
そ
れ
ぞ

れ
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
認
定
請
求
に
必
要
な
書
類

①
認
定
請
求
書
、
印
鑑
、
振
込
口
座
の

写
し(

請
求
者
名
義)

②
厚
生
年
金
等
加
入
者
は
健
康
保
険
証

の
写
し
等

③
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書(

羽
生
市

に
平
成
20
年
１
月
１
日
に
住
所
が
な

か
っ
た
場
合)

※
こ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る

書
類
が
あ
り
ま
す
。

※
申
請
の
翌
月
か
ら
支
給
に
な
り
ま

す
。
公
務
員
の
方
は
職
場
で
申
請
と

な
り
ま
す
。

■
こ
ん
な
時
は
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い

・
出
生
な
ど
に
よ
り
児
童
が
増
え
た
と

き
…
額
改
定
請
求
書

・
転
出
す
る
と
き
…
受
給
事
由
消
滅
届

(

転
入
先
で
認
定
請
求)

・
特
例
給
付
の
方
が
退
職
し
た
と
き
…

受
給
事
由
消
滅
届

▽
問
い
合
わ
せ

子
育
て
支
援
課

子
育
て
支
援
係
（
内
線
１
９
４
）

自
然
の
力
を
生
か
し
た
森
を
つ
く
る

た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
植
樹
を
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

▽
日
　
時

３
月
15
日(

日)

午
前
10
時
〜
午
後
１
時

▽
集
合
場
所

さ
い
た
ま
水
族
館
玄
関

前
休
憩
舎

▽
費
　
用

無
料

▽
申
し
込
み

不
要

▽
そ
の
他

羽
生
水
郷
公
園
な
ど
で
配

布
し
た
ド
ン
グ
リ
苗
木
を
お
持
ち
の

方
は
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ

埼
玉
県
寄
居
林
業
事

務
所
〈
�(

５
８
１)

０
１
２
３
〉

児
童
手
当
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

森
づ
く
り
体
験
に

ご
参
加
く
だ
さ
い

無料相談コーナー ３月

心配ごと相談

�日　時 ３月４･11･18･25日�

午前９時～正午

�場　所 市役所101会議室

人権相談

�日　時 ３月17日� 午前10時～午後３時

�場　所 市役所101会議室

行政相談

�日　時 ３月11･25日� 午前９時～正午

�場　所 市役所101会議室

児童・生徒のいじめ・心の悩み相談室

�日　時 毎週月･水曜日　午後３時～７時

毎週土曜日　午前11時～午後４時

�場　所 市民プラザ地下１階教育相談室

※電話相談も同日時で受付(�561-8080)

家庭児童相談

�日　時 毎週月曜～金曜日　午前９時～午後５時

�場　所 市民プラザ地下１階家庭児童相談室

※電話相談も受付(�562-4400)

女性相談

�日　時 ３月11・25日� 正午～午後４時

�場　所 パープル羽生(女性センター)

�予約申込 パープル羽生(�561-1681)

※電話相談も受け付けています。

結婚相談

�日　時 ３月１日� 午後１時～３時

�場　所 市民プラザ２階

�日　時 ３月16日� 午後１時～３時

�場　所 市役所福祉面談室

税務相談

�日　時 ３月５日� 午後１時30分～４時

�場　所 市役所101会議室

※担当は税理士 松本　猛 氏

消費生活相談

�日　時 毎週月・水曜日 午前10時～午後４時

�場　所 市役所福祉面談室

�問い合わせ 市民生活課(内線132)

法律相談（予約制）

事前に電話等でお申し込みください。

�弁護士 第２・４木曜日　清水利夫 氏

第３木曜日　　　小鮒成忠 氏

�予約申込 市民生活課(内線132)

※相談時間は、一人につき30分間です。

防犯相談

�日　時 毎週月曜～金曜日

午前９時～午後５時

�場　所 市役所２階地域振興課（内線223）

第
26
回
藍
の
ま
ち�

羽
生
さ
わ
や
か�

　
マ
ラ
ソ
ン
大
会�

羽
生
さ
わ
や
か�

　
マ
ラ
ソ
ン
大
会�

ランナー通過予想時間
①市体育館前～城橋～ガソリンスタンド前(中央４)(９:30～10:15)

②ガソリンスタンド前(中央４)～南３丁目交差点 (９:35～10:20)

③南３丁目交差点～旭橋 (９:38～10:25)

④旭橋～コンビニ前(東８) (９:40～10:30)

⑤コンビニ前(東８)～東中学校 (９:43～10:30)

⑥東中学校～無量寺～三田ヶ谷小学校西側 (９:50～10:25)

⑦コンビニ(東８)～うどん店前交差点(東８) (10:10～12:00)

※①～⑦のコースは、車両通行止めとなります。
⑧三田ヶ谷小学校西側～東北道羽生IC東側付近 (９:55～10:30)

⑨東北道羽生IC東側付近～水郷公園～蓮台寺 (９:58～10:50)

⑩蓮台寺～スカイスポーツ公園～村君小学校前 (10:15～11:15)

⑪村君小学校前～発戸鷲宮神社 (10:20～11:30)

⑫発戸鷲宮神社～井泉小学校～建材店(藤上) (10:28～11:45)

⑬建材店(藤上)～うどん店前交差点(東８) (10:30～11:55)

※⑧～⑬のコースは、交通規制はありませんが通行には十分気を付
けてください。
■問い合わせ 市体育館〈�(563)0150〉

交
通
規
制
の
お
知
ら
せ

●期　　日 ３月８日�
●スタート 羽生中央公園

陸上競技場

・ハーフの部

午前９時30分スタート

・10㎞の部

午前９時50分スタート

・５㎞の部

午前10時スタート

沿道の皆様にはご迷惑

をおかけしますが、ご

協力をお願いします。

●スタート�
●ゴール�

5Kmコース折り返し�
10Kmコース�
折り返し�

給水所�

給水所�給水所�

ハーフ�
中間点�

コ
ー
ス
マ
ッ
プ�

交通規制／ 3月 8日（日）�
9：30～12：00�
（ランナー通過後は直ちに規制を解除いたします）�

規制はありませんが、通行には十分気を付けてください。�

東
北
自
動
車
道

発戸鷲宮神社�

理容店�

井泉小�

建材店�

医院�

城橋�

市民プラザ�

市役所�うどん店�

コンビニ�

東中�消防署�給食センター�

羽生中央公園陸上競技場�

無量寺�

羽生PA

三田ヶ谷小�

蓮台寺�

村君小�

スカイスポーツ�
公園�

工場�

農林公園�

清掃センター�羽生IC

Ｇ
Ｓ�

至
羽
生
駅�

 (名集会所)




